
質問と回答は以下のとおりです。 2024年8月21日

質問番号 ページ 項目 質問内容 回答

1 13
第3条業務の実施方法及び留意事項　（２）安全配慮と現地調
査範囲　１）ブラジル：サンパウロ州無収水対策事業

（踏査対象とするビジネスユニット合計4か所）の説明に、i）都
市圏局、ⅲ）地域局が記載されていますが、配布資料を拝見す
る限り、両局はSABESPの部局で、その下に15のビジネスユ
ニットがあるものと思います。
記載通りですと、両局＋両局管轄の2ビジネスユニットの訪問
となります。
それとも、両局＋両局管轄のビジネスユニット4か所（各2か所
ずつ選定）の訪問でしょうか。

記載通り、踏査対象は合計４カ所となります。
SABESPの部局である、i）都市圏局、ⅲ）地域局の２カ所、お
よび両局管轄の各ビジネスユニットの計2カ所です。

以　上
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